
環境省の取組について

2022年２月
環境省大臣官房総合政策課

環境教育推進室

資料２－２
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域脱炭素に資するESD推進費

請負事業

（１）ESD活動支援センター運営等経費
様々な主体が参画・連携する地域活動の拠点を形成し、地域が必要
とする取組支援や情報・経験を共有できるESD活動支援センターの
体制を整備し運営する。

（２）地方ESD活動支援センター運営等経費
地域でのネットワークのハブとして地方ESD活動支援センターを全
国８箇所に整備し、ESD活動支援センターと協働・連携して、地域
脱炭素に資するESD推進ネットワークの構築に向けた取組を行う。

（３）環境教育・ESD基盤強化促進事業
上記センターとも連携し、地域脱炭素実現に向けた意識醸成と行動
変容につながる環境教育・ESDの更なる基盤強化を計画的に進める。

ESD推進のための全国的なネットワークを整備し、そのネットワークを活用することで地域・分野・世代を超えた連携
による環境教育を推進し、地域脱炭素の実現に向けた価値観の醸成と行動変容を促します。

ESD推進ネットワークにより、地域脱炭素の実現に資するESD活動の連携を支援します。
【令和４年度予算（案） 120百万円（127百万円）】

民間事業者・団体

平成２7年度～令和１２年度（予定）

環境省大臣官房 総合政策課環境教育推進室、環境計画課 電話：03-5521-8231

■請負先

地域ＥＳＤ活動推進拠点
（地域ＥＳＤ拠点）

学校・地域・職場などでＥＳＤに
取り組もうとする多様な実践主体

①情報・実践の共有
②ESD支援体制の整備
③学びあいの促進
④人材の育成 地域ESD活動推

進拠点
地域で先導的、
波及効果の高い
ESD活動を実践
している組織・
団体や、地域で
ESD活動を支援
している組織・
団体などの協力
を得て形成。

地方ESD活動支援セン
ター
広域的なハブ機能を担
い、地域におけるESD活
動の支援等を行う。

(全国)ESD活動支援セン
ター
全国的なハブ機能を担
い、ESD活動の支援等を
行う。

ESD推進ネットワークによる活動の支援

事業イメージ
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ESD推進ネットワーク

地方ESD活動支援センター(地方８か所)

<地域ESD拠点の例>
● 教育関係機関・ネットワーク
☞ ユネスコスクール、教育委員会、

社会教育施設、環境教育施設 等
● 学術・研究機関・ネットワーク
☞ 大学 等

● 地方自治体・行政・ネットワーク
☞ 勝山市、鹿島市建設環境部ラムサール

条約推進室 等
● 公益法人
☞ 公益財団法人キープ協会、公益財団法人

肥後の水とみどりの愛護基金 等
● NGO/NPO
☞ NPO法人隠岐しぜんむら、NPO法人エコ

プランふくい 等
● 企業等
☞ サンデンフォレスト、キヤノンテクノ

パーク、花王エコラボミュージアム 等
● その他
☞ ESDコンソーシアム、国連大学RCE地域拠点 等

地域ESD拠点：15６地点(202２年1月現在)

全国センター(東京都)
<地域ESD拠点の種別>(R2.6時点)
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ESD学び合いプロジェクトの始動（令和３年度）
～第2期ESD国内実施計画内の「テーマ別の学び合いの仕組み」と実施を通したESD活動の高度化に向けて～
目的：特定のテーマや課題に関心を有する様々な主体が地域を越えて参加し、相互の学び合いや実践活動を通して各主体
の活動の向上を図り、得られた知見を活かし同様の取り組みを全国に広めていく。

北海道センター
「気候変動教育の確立・普及に

向けた情報共有・対話の促進」

（R２実施内容）
国内外の気候変動教育の動向や国内の先導的
教育事例等に係る連続勉強会を開催

東北センター
「地域の素材から考える

ESD/SDGs教育の可能性」

（R２実施内容）
地域のESDプログラムや地域ESD拠点による地域・
学校・地方ESDセンタ－等との連携事例からESD活
動の充実化に向けた学び合いを実施

関東センター
「自然体験を通じて、生活に関わる

SDGsを学ぶ」

（R2実施内容）
自然体験を通じた学びを日常生活での実践に結び
つけるプログラムの作成、チャウス自然体験学校での
プログラムの実践

中部センター
「ローカルSDGsのためのESDの社会実装」

（R2実施内容）
専門家によるSDGs社会教育研究ワーキング、SDGs
社会教育に関する勉強会（学び合い）、海岸視察・
ごみ拾いによる実践セミナーを開催

近畿センター
「脱炭素型ライフスタイルを促す

ESD学習プログラムの向上」

（R２実施内容）
地域ESD拠点等がもつプログラムを連続勉強会を通じ
てブラッシュアップ、京都市環境保全活動センターに
おいて来館者向けにプログラムを実践

中国センター
「脱炭素社会に貢献する学校断熱の

SDGs探求学習プロジェクト」
（R2実施内容）
脱炭素社会のための探求学習プログラム作成、学校・
地域のマルチステークホルダーとの協働と学び合いの
実施、教室断熱改修

四国センター
「消費者教育の推進と社会変容～ジェンダー
の視点＆エネルギーシフトの視点～」

（R2実施内容）
四国ESDバーチャル大学（オンラインでの学びの場）に
て、衣食住をテーマに、世代を超えた多様な参加者間
での勉強会を開催

九州センター
「中学校におけるSDGsを活用した

キャリア教育」

（R2実施内容）
熊本私立城南中学校と連携し、教員等との勉強会と
全校生徒向けSDGs授業、一般的な公立中学校に
おけるSDGsの視点を取り入れたキャリア教育カリキュラ
ム化に向けた研修を実施

九州センター『SDGsを活用したカリキュラム研修』

関東センター『チャウス自然
体験学校でのプログラム実践』
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

環境教育強化総合対策事業

請負事業

① 環境教育等促進法に基づき、環境教育に関する情報等を多くの国民へ提
供するWebサイトの運用及びコンテンツの制作・発信を実施します。

② 文部科学省等関係省庁等と連携して、地方公共団体等のニーズを踏まえ
た環境教育を推進するための研修や環境カウンセラー制度の運用等を行
い、地域において持続可能で脱炭素な社会の構築に向けた環境教育を実
践するリーダー的人材を育成します。

③ 「環境教育等促進法」の施行状況の整理・確認のため、地方公共団体の
環境部局職員等を対象とした会議及び法施行状況の調査等を行います。

環境教育等促進法等に基づき、法に定める事務を着実に実施するとともに、学校、家庭、職場、地域等における環境教
育を充実させることで、持続可能で脱炭素な社会の実現に向けた基盤形成を行います。

環境教育等促進法に基づき、持続可能で脱炭素な社会の構築に向け、環境教育の実践者の資質向上を図ります。
【令和４年度予算（案） 58百万円（60百万円）】

民間事業者・団体

平成26年度～令和5年度（予定）

環境省大臣官房 総合政策課 環境教育推進室 電話：03-5521-8231

■請負先

持続可能で脱炭素な社会づくりに主体的に参加しよう
とする意欲を育てるため、地域資源を活用した体験活
動による環境教育を推進

事業イメージ
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教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修

目的

昨年度の取組

目的別に次の２コースを設置
＜カリキュラム・デザインコース＞
○目的：学校におけるカリキュラム・マネジメント等の実践力向上
○対象：小学校・中学校・高等学校等の教職員、教育行政担当者
○内容：集合型研修と講師派遣型研修の2形態で実施
（集合型の内容（例））SDGs・ESD新学習指導要領の考え方を踏まえた解説
（派遣型の内容（例））学校・教育委員会などに講師を派遣しワークショップを実施

＜プログラム・デザインコース＞
○目的：環境教育における体験活動の実践力向上
○対象：教職員、教育行政担当者、民間企業等の社員、NPO/NGOの職員、

環境教育・ESDに関心のある大学生等
○内容：体験活動を実践している企業・団体（「体験の機会の場」等全国９か所）を訪問し、

環境教育・ESDにおける体験活動を企画・実践するための視点や、大人・子どもの行動や
意識の変容を促すポイントを学ぶ

（内容例）「自然との共生を目指す」～清里高原での環境教育
＜主催＞環境省 ＜共催＞文部科学省

取組概要

＜カリキュラム・デザインコース＞
○集合型：R2.11～12 全3回開催（オンライン）

(参加者) ６９人（R1）→ 220人（R2)
○講師派遣型：R2.11～2 全2回開催

(参加者）548人（R1) → 43人（R2）

＜プログラム・デザインコース＞
○「体験の機会の場」を活用

Ｒ2.11～Ｒ3.3 全５回 開催
(参加者) 178人（R1）→ 88人（R2）

学校教育における環境教育の推進
持続可能な社会の構築を目指し、学校や地域で環境教育・学習を実践・推進するリーダー的人材の育成
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環境教育曼荼羅図

学校における環境教育の充実のための教師向け参考資料作成について

● 本年6月2日付け（温対法公布日）で、文科省・環境省から教育委員会宛て
「気候変動問題をはじめとした地球環境問題に関する教育の充実について(通知)」
を発出

● 本年8月26日付けで、文科省において、中学校・高等学校学習指導要領解説に
脱炭素社会の実現等に関する記述を追記し、学校における地球環境問題に関する
指導の一層の充実が図られることとなった。 → 指導上参考となる資料の必要性

２ 背景

１ 文科省の協力
作成及び完成後の周知に当たり文科省の協力を得る。

２ 現場の教師等の声
ESD環境教育の実施には環境教育曼荼羅図(教育室作成)がとても役に立っている。
具体的な事例集のニーズも高い。こういった資料があればESDの実施に役に立つ。

３ オンラインの活用
・教師に配布されているタブレット端末での活用を想定し、環境教育曼荼羅図・
環境教育実践事例集・学習指導要領等で構成するWEBコンテンツを作成

・脱炭素教育に資する映像教材及びモデルプログラムの新規作成
４ 効果測定ツールの組込み
・効果測定が容易になるよう、WEBコンテンツ内にアクセス解析ツールを組み込み、
活用度の高いコンテンツ等の事後分析が可能となるようにする。

３ 資料作成の方向性

学校で充実した環境教育・脱炭素教育が行われるよう教師向け参考資料の作成を行う。
１ 目的

実践事例集

実践事例（映像）

8
23



ローカルSDGsリーダー研修

○持続可能な社会の実現を目指し、環境課題を中心とした地域課題の解決に主体的、継続的に
取り組める若手リーダーを育成することを目的として実施。

【北海道】名寄市

【広島県】呉市

【愛媛県】大洲市

【秋田県】五城目町

【茨城県】大洗町

対 象：（おおむね）25－35歳の社会人対象
開催箇所：全国5カ所（R１年度は３カ所、R２年度は５カ所）
期 間：12週間のうちのべ８日程度＋現地
参加 者：１カ所当たり20－25名程度、計120名程度

【令和3年度予算額 74百万円（74百万円）】
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ローカルSDGsユースダイアログ
【令和3年度予算額 74百万円（74百万円）】

対象：地域でSDGsに取り組んでいる、又はこれから取り組む意志があるユース世代（18～30歳程度）

開催箇所・期間・プログラム：R３は4カ所の研修と５カ所のセミナーで実施。（R4年２月～３月）
研修では同時に地域ファシリテーターの育成も行う。

研修：福島県二本松市、新潟県佐渡市、岐阜県美濃市、宮崎県高千穂町
セミナー：北海道、東北、近畿、中国、四国

参加者：1カ所当たり、20~25名程度
参考：R２年度は全国２カ所（岡山、滋賀）、ハイブリッド開催。

○持続可能な開発目標（SDGs）の達成や脱炭素社会、循環経済、分散型社会の実現に向
けて、地域の特性と強みを活かしながらサステナブルな社会づくりに貢献できるリーダーの育成
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政策の推進（ESDの政策への取り込み）
地域脱炭素ロードマップ（令和3年6月9日）（抄）
４－２．グリーン×デジタルによるライフスタイルイノベーション

(3) 脱炭素の意識当行動変容の発信・展開
③ 脱炭素に関する環境教育【環境省・文部科学省】

国及び地方自治体は、環境教育等促進法及びその基本方針並びに第２期ESD国内実施計画に沿って、研修や手引き
を活用した教育者の育成、ユネスコスクール等の先進的なESD実施モデルの水平展開、地域と学校が協力したESD実施
の促進、支援ネットワークの整備・運用を行う。

地球温暖化対策計画（令和3年10月22日）（抄）
第６節 脱炭素型ライフスタイルへの転換
（環境教育及び持続可能な開発のための教育（ESD）の推進）
地球温暖化問題の解決には、国民一人一人による日々の生活における取組が非常に重要であり、ライフスタイルの転

換が必要である。その推進のためには、知識を伝えるだけでは足らず、学習者が、地球温暖化について現状や人間活動
との関係を理解し、自らの課題として身近なところから行動することを目指した学習支援が重要である。
我が国が提唱したESDについては、国際的には、持続可能な社会の創り手の育成を通じてSDGsの全てのゴールの実

現にESDが寄与すること等を示した新たな国際枠組み「ESD for 2030」が、2019年12月の国連総会において採択され、
2021年５月に開催された「ESD世界会議」を契機に本格始動している。国内においても、「ESD for 2030」の理念を
踏まえつつ、オールジャパンで我が国のESDを推進するため、環境省と文部科学省が中心となり、2021年５月に「ESD
国内実施計画」を策定したところである。

世界の潮流も踏まえて策定したこのESD国内実施計画等により、環境教育の政策的位置付けを明確にしつつ、学習の
機会や場など学習環境の整備、指導者の育成、ユースや地域に着目した活動促進について、教育機関・地方公共団体、
NPO・NGO、企業、研究機関、住民・個人等の多様な関係者の協力も得ながら具体的な取組を推進する。
これらを踏まえ国民一人一人の理解と行動変容の促進及び環境教育の推進のため以下の取組を実施する。

ス 環境教育を含むESDの推進拠点であるユネスコスクールにおける取組を活性化する。
セ 環境教育の実施者を支援する「ESD推進ネットワーク」を整備・運用する。
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政策の推進（ESDの政策への取り込み）

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和3年10月22日）（抄）
８．人材育成（１）教育

気候変動問題の解決に向けては、教育による価値観の醸成と解決に資する実践行動を継続することが重要である。
2019年12月の第74回国連総会において、国際推進枠組み「持続可能な開発のための教育：SDGs実現に向けて（ESD 
for 2030）」が採択され、気候変動問題等の人間活動に起因する諸課題を、各人が自らの問題として主体的に捉え、
身近なところから取り組むことで、解決に繋がる価値観や行動の変容をもたらし、持続可能な社会の実現を目指す教
育を推進することとされた。我が国では、ESD for 2030の国内展開に向けて、関係11府省庁で構成する持続可能な開
発のための教育に関する関係省庁連絡会議が、2021年５月に「我が国における『持続可能な開発のための教育
（ESD）』に関する実施計画（第２期国内実施計画）」（令和３年５月31日持続可能な開発のための教育に関する関
係省庁連絡会議決定）を策定した。同計画に基づき、ESDの推進及び経済・社会・環境の三側面の調和を念頭におい
た環境教育を着実に推進する。特に、ユネスコスクールをはじめとする学校での活動を通じ、児童・生徒・学生や教
員の環境保全・気候変動問題に対する意識や関心の向上を図るとともに、ユネスコスクールの活動及び学校間のネッ
トワークの質の確保を図る。また、学校と地域とのコラボレーションを推進し、地域ぐるみの環境活動を促進する。
さらに、社会全体に気候変動問題の解決に向けた行動を定着させていくため、多様な主体のパートナーシップ形成を
支援する。
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